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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子コンパスの移動とともに変化する地磁気ベクトルの３軸成分を直交する３軸成分デ
ータ（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）・・・（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）として検
出する直交配列された３軸の磁気センサと、
　前記３軸の磁気センサのオフセットを校正する校正手段と、
　前記校正手段に基づいて得られたオフセット校正値により前記地磁気ベクトルを補正し
て方位を算出する方位演算部からなる電子コンパスであって、
　前記校正手段が、
　前記地磁気ベクトルの少なくとも４点からなる測定点を前記磁気センサのオフセット計
算のための採用の可否について判定するオフセット計算用測定点判定部と
　前記オフセット計算用測定点の判定結果に基づいて順次得られた前記オフセット計算用
測定点の地磁気ベクトルを順次格納するオフセット計算用測定点格納部と、
　前記オフセット計算用測定点格納部に格納された前記４点の測定点に基づいて磁気セン
サのオフセットを校正するオフセット計算部と、
　前記オフセット計算部により算出されたオフセット校正値を格納するオフセット校正値
格納部とからなり、
　前記オフセット計算用測定点判定部は、
　前記３軸の磁気センサより検出された任意の地磁気ベクトルを第１点目（ｘ１，ｙ１，
ｚ１）として判定する第１点判定手段と、
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  前記第１点目の判定により定められた、前記第１点目の測定点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）か
らしきい値Ｍ１を超える距離であり、かつ、第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の３つの成分
データにおいて少なくとも１つは前記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）の同じ成分との差分
がしきい値Ｍ２超であるか否かを判定する第２点判定手段と、
  前記第２点目までの判定により定められた、前記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）及び前
記第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の測定点からしきい値Ｍ１を超える距離であり、かつ、
第３点目（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の３つの成分データのうち、前記第２点判定手段において
採用した成分データとは異なる２つの成分のうちいずれか１つは前記第２点目の測定点（
ｘ２，ｙ２，ｚ２）の同じ成分との差分が前記しきい値Ｍ２超で、かつ、前記第１点目（
ｘ１，ｙ１，ｚ１）、前記第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び前記第３点目（ｘ３，ｙ３

，ｚ３）の測定点が座標空間内で形成する三角形が鈍角三角形であるか否かを判定する第
３点判定手段と、
　前記第３点目までの判定により定められた、前記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、前記
第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び前記第３点目（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の測定点からしき
い値Ｍ１を超える距離であり、かつ、第４点目（ｘ４，ｙ４，ｚ４）の３つの成分データ
のうち、前記第２点判定手段及び前記第３点判定手段において採用した成分データとは異
なる残りの１つの成分は前記第１点目から３点目の測定点のうち少なくとも１つの測定点
の同じ成分との差分が前記しきい値Ｍ２超で、かつ、前記第３点判定手段において定めた
三角形を形成する平面との距離がしきい値Ｍ１以上であるか否かを判定する第４点判定手
段とを備えていることを特徴とする電子コンパス。
【請求項２】
　前記３軸の磁気センサは、磁気センサのノイズレベルが５ｍＧ以下であることを特徴と
する請求項１に記載の電子コンパス。
【請求項３】
　前記３軸の磁気センサは、磁気センサの直線性が０．８％以下であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の電子コンパス。
【請求項４】
　前記電子コンパスは、携帯電話に搭載されており、保管状態の携帯電話を通話のために
取り出してから通話を完了するという基本動作中にオフセット計算用測定点判定のための
少なくとも４点からなる測定点のサンプリングを行うことを特徴とする請求項１乃至３に
記載の電子コンパス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気センサを用いて方位を測定する電子コンパスに関する。
　より詳しくは、方位測定のための校正（オフセット補正）を方位計測用データにより行
う技術に関し、特に、使用者が特別の手順を実行すること無しに、３軸の地磁気センサか
ら得られたデータを使って適正な校正方法を行って正しい方位を測定する電子コンパスに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　地磁気を検出する磁気センサを備え、この磁気センサによって検出された地磁気に基づ
いて方位測定を行う携帯電話等の携帯端末が知られている。ここで測定された方位は、例
えばナビゲーション用の地図の表示に利用され、現在位置に基づいた地図を、携帯端末の
向き（方位）に合わせて表示する機能を可能とする。
【０００３】
　ところが、携帯端末には、これに搭載されるスピーカおよびマイクロホンや、着磁した
電子部品の金属パッケージ等から漏れる磁気が存在するため、この携帯端末に搭載された
磁気センサは、携帯端末内部の電子部品等から発生する磁界と地磁気とが合成された磁界
を検出することになる。したがって、携帯端末内部の電子部品等から発生する磁界による
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誤差（オフセット）分を補正するための校正処理が必要となる。そこで従来２軸の地磁気
センサを搭載した携帯端末では、校正処理を行うために、ユーザが携帯端末を例えば３６
０度回転させ、この動作の間に携帯端末は磁気センサから測定データを収集し、測定デー
タに基づいてオフセットを推定していた。
【０００４】
　具体的には、３軸の磁気センサを一定の地磁気の中で回転させた場合の各軸成分の出力
を空間（３軸の磁気センサの各軸成分の出力がプロットされる空間のことを三次元方位空
間とも称する。）にプロットした場合、その軌跡が球をなす。この球を方位球と呼び、方
位球の中心が方位センサのオフセットに対応する。したがって、オフセットの校正は、さ
まざまな方位・姿勢で計測された地磁気の計測値から、方位球の中心点を求めてそれを新
しいオフセット値として採用することに他ならない。なお、ここで方位球の半径は地磁気
の強さに対応する。
【０００５】
　このような携帯端末に搭載された磁気センサの校正に関しては、例えば、特許文献１に
開示された技術がある。この技術では、携帯端末を所定の角度ずつ回転させ、各角度にお
いて磁気センサによって測定されたデータに基づいてオフセットを推定することにより、
回転速度に依存せずに校正を行えるようになっている。
　しかしながら、これは携帯電話を所定の角度ずつ回転させるという作業を、携帯端末の
使用者に強制させることになり、使用者の負担が増す。また、使用者によっては、かなら
ずしも定められた校正手順が正確に行われない可能性があり、結果として校正が精確に行
われず方位計測結果に誤差が入るという問題点があった。
【０００６】
　また、特許文献２に開示された方法では、校正時に有効な測定データが得られなくても
仮オフセット値をつかって校正処理を行うようにしている。これにより、使用者が方位デ
ータ取得のために気を使ってあらかじめ定められた手順で携帯電話などを動かす必要がな
くなり、負担が軽減されるとしている。
　しかしながら、そもそも校正に有効な計測値が得られないのに校正作業を完了するため
、状況によっては正確な校正が行えず、その後の方位表示に誤差が生じる可能性が生じる
。また、オフセット値の算出のために最小自乗法を用いるために、校正の精確さを期すた
めには計測値が多数必要であるという欠点があった。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１２４１６号公報
【特許文献２】特開２００６－７８４７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の技術では、携帯端末内部の電子部品等から発生する磁界による誤差（オフセット
）分を補正するための校正処理を実施するのに、使用者があらかじめ定められた複雑な校
正手順を実行する必要があり使用者の負担が大きい。また、この負担を低減しようとして
校正に有効な計測値が得られなくても校正作業を完了すると、結果として方位表示に誤差
が混入することになる。さらに、オフセット値の計算に最小自乗法を用いるために、正確
な校正のためには多数の計測値が必要となる、という問題点があった。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、上記の点にかんがみてなされたものであって、使用者があら
かじめ定めた磁気センサ自体の校正手順を実行しなくでも、携帯端末機器を使用する際の
基本動作の中でオフセットによる磁場の変化を常に正確に補正できる電子コンパスを提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の電子コンパスは、電子コンパスの移動とともに変化する地磁気ベクトルの３軸
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成分を直交する３軸成分データ（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）・・・（ｘ

ｉ，ｙｉ，ｚｉ）として検出する直交配列された３軸の磁気センサと、前記３軸の磁気セ
ンサのオフセットを校正する校正手段と、前記校正手段に基づいて得られたオフセット校
正値により前記地磁気ベクトルを補正して方位を算出する方位演算部からなる電子コンパ
スであって、前記校正手段が、前記地磁気ベクトルの少なくとも４点からなる測定点を前
記磁気センサのオフセット計算のための採用の可否について判定するオフセット計算用測
定点判定部と、前記オフセット計算用測定点の判定結果に基づいて順次得られた前記オフ
セット計算用測定点の地磁気ベクトルを順次格納するオフセット計算用測定点格納部と、
前記オフセット計算用測定点格納部に格納された前記４点の測定点に基づいて磁気センサ
のオフセットを校正するオフセット計算部と、前記オフセット計算部により算出されたオ
フセット校正値を格納するオフセット校正値格納部とを備え、 前記オフセット計算用測
定点判定部は、前記３軸の磁気センサより検出された任意の地磁気ベクトルを第１点目（
ｘ１，ｙ１，ｚ１）として判定する第１点判定手段と、前記第１点目の判定により定めら
れた、前記第１点目の測定点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）からしきい値Ｍ１を超える距離であり
、かつ、第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の３つの成分データにおいて少なくとも１つは前
記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）の同じ成分との差分がしきい値Ｍ２超であるか否かを判
定する第２点判定手段と、前記第２点目までの判定により定められた、前記第１点目（ｘ

１，ｙ１，ｚ１）及び前記第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の測定点からしきい値Ｍ１を超
える距離であり、かつ、第３点目（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の３つの成分データのうち、前記
第２点判定手段において採用した成分データとは異なる２つの成分のうちいずれか１つは
前記第２点目の測定点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）の同じ成分との差分が前記しきい値Ｍ２超で
、かつ、前記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、前記第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び前
記第３点目（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の測定点が座標空間内で形成する三角形が鈍角三角形で
あるか否かを判定する第３点判定手段と、前記第３点目までの判定により定められた、前
記第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、前記第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び前記第３点目
（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の測定点からしきい値Ｍ１を超える距離であり、かつ、第４点目（
ｘ４，ｙ４，ｚ４）の３つの成分データのうち、前記第２点判定手段及び前記第３点判定
手段において採用した成分データとは異なる残りの１つの成分は前記第１点目から３点目
の測定点のうち少なくとも１つの測定点の同じ成分との差分が前記しきい値Ｍ２超で、か
つ、前記第３点判定手段において定めた三角形を形成する平面との距離がしきい値Ｍ１以
上であるか否かを判定する第４点判定手段とを備えていることを特徴とする（請求項１）
。
【００１１】
　これにより、電子コンパスの移動とともに変化する地磁気ベクトルの少なくとも４点の
測定点のデータを採取することで、磁気センサのオフセット校正値を算出することが可能
となる。
　よって、使用者があらかじめ定められた複雑な校正手順を実行する必要もないので使用
者の負担がなくなる。また、この負担軽減のために校正に有効な測定点のデータを得ずに
校正作業を完了する結果としての方位表示に誤差が混入することもない。さらに、オフセ
ット計算用の測定点のデータは４点で済むことから、最小自乗法を用いるために必要な多
数のデータは不要となる。
　したがって、校正作業や多数の測定点のデータに依存することなく、磁気センサの校正
を精確にできる。
【００１２】
  また、本発明の電子コンパスに用いられる３軸の磁気センサは、磁気センサのノイズレ
ベルが５ｍＧ以下であることが好ましい（請求項２）。
【００１３】
　これにより、地磁気ベクトルの少なくとも４点の測定点のデータから算出されるオフセ
ット校正値の誤差が少なくなり、磁気センサの校正を精確にできる。
【００１４】
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  また、本発明の電子コンパスに用いられる３軸の磁気センサは、磁気センサの直線性が
０．８％以下であることが好ましい（請求項３）。
【００１５】
　これにより、磁気センサにより検出する磁気に対応する出力が正確となり、磁気センサ
の校正を精確にできる。
【００１７】
　本発明にかかる電子コンパスのオフセット計算用測定点判定部において、方位球の中心
点を求めてそれを新しいオフセット値とするため、方位球の球面上に点在する４点間の相
互関係が所定の要件を充足するか否かを判定して、オフセット計算用測定点としての採用
の可否を判定する。なお、方位球の半径は地磁気の強さとする。
【００１８】
　すなわち、３軸の磁気センサにより検出した任意の地磁気ベクトルであって方位球の球
面上に点在する第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）を採取し、第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）
として判定したのち、以後の第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点目（ｘ３，ｙ３，ｚ

３）、及び第４点目（ｘ４，ｙ４，ｚ４）からなる計４点が相互に地磁気ベクトルの強さ
、例えば４５０ｍＧ程度（地球上の測定値は場所により異なることから、本発明ではしき
い値Ｍ１とする。）離れていることを要する。
　これにより、計４点は相互に方位球の半径程度離れていることとなり、方位球の中心点
を精度よく求めることができる。
【００１９】
　また、地磁気ベクトルの磁気データを構成する３つの成分データについて、上述の第１
点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）と新しく第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点目（ｘ３，ｙ

３，ｚ３）、及び第４点目（ｘ４，ｙ４，ｚ４）との対比をして、同一成分データの間に
おける差分の値が、例えば４００ｍＧ程度（前述のしきい値Ｍ１から測定点間の精度を考
慮して本発明では、しきい値Ｍ２とする。）離れていることを要する。
　これにより、計４点は相互に方位球において３次元的に離れていることとなり、方位球
の中心点を精度よく求めることができる。
【００２０】
　また、第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び第３点目（
ｘ３，ｙ３，ｚ３）が座標空間内で形成する三角形が鈍角三角形でないことを要する。
　これにより、第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び第３
点目（ｘ３，ｙ３，ｚ３）が有する誤差を原因とする方位球の中心点の推定における誤差
を少なくし、方位球の中心点を精度よく求めることができる。
【００２１】
　また、第１点目（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点目（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び第３点目（
ｘ３，ｙ３，ｚ３）が座標空間内で形成する三角形の平面と第４点目（ｘ４，ｙ４，ｚ４

）との距離が地磁気ベクトルの強さ、例えば４５０ｍＧ程度（本発明ではしきい値Ｍ１と
する。）離れていることを要する。
　これにより、計４点は同一面上に存在せず、第４点目（ｘ４，ｙ４，ｚ４）が三角形の
平面から垂直距離にて方位球の半径程度離れていることとなり、方位球の中心点を精度よ
く求めることができる。
【００２２】
　また、本発明の電子コンパスは、携帯電話に搭載されており、保管状態の携帯電話を通
話のために取り出してから通話を完了するという基本動作中にオフセット計算用測定点判
定のための少なくとも４点からなる測定点のサンプリングを行うことが好ましい（請求項
４）。
【００２３】
　すなわち、携帯電話を持つ人は、携帯電話を衣服内のポケットや手に持つかばん内など
に保管している。電話を受信する時又は送信する時には、まず、保管状態から手元に保持
し、受信・送信に応答するための準備動作を携帯電話の画面を見て行う。次いで、その準
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備動作の後、会話をするために耳元に移動する移動動作を行い、会話を開始する。会話終
了後は、手元に戻して受信・送信の終了作業（移動動作）を、必要に応じて携帯電話の画
面を見て行う。そして、保管状態に置くこと（終了動作）となる。
　以上の基本動作において、少なくとも４点からなる測定点のサンプリングを行うことと
する。
【００２４】
　これにより、使用者はあらかじめ定められた複雑な校正手順を実行する必要もないので
使用者の負担がなくなる。
【００２５】
　なお、基本動作としては、手元に保持して受信・送信に応答するための準備動作から会
話を行ない、会話終了後は、手元に戻して受信・送信の終了作業（移動動作）までの動作
でもよい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、電子コンパスを持つ人の、又は電子コンパスを搭載した携帯電話を持
つ人の自然な動き、すなわち基本動作から得られる３軸の磁気センサより検出される磁気
ベクトルの出力は、地磁気を半径とする方位球の球面上に点在し、その中心座標を推定す
ることでオフセットを可能となる。
【００２７】
　よって、使用者があらかじめ定められた複雑な校正手順を実行する必要もないので使用
者の負担がなくなる。また、この負担軽減のために校正に有効な測定点のデータを得ずに
校正作業を完了する結果としての方位表示に誤差が混入することもない。さらに、オフセ
ット計算用の測定点のデータは４点で済むことから、最小自乗法を用いるために必要な多
数のデータは不要となる。
　したがって、校正作業や多数の測定点のデータに依存することなく、磁気センサの校正
を精確にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態に係る電子コンパスについて、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の電子コンパスの概略構成を示すブロック図である。
【００２９】
　図１において、電子コンパス１０は、３軸の磁気センサ１、校正手段２０、その他校正
値（感度など）格納部６、方位演算部７及び方位表示部８からなり、校正手段２０にはオ
フセット計算用測定点判定部２、オフセット計算用測定点格納部３、オフセット計算部４
及びオフセット校正値格納部５が設けられている。なお、オフセット計算用測定点格納部
３には、第１点、第２点、第３点及び第４点が格納される。
【００３０】
　ここで、３軸の磁気センサ１は、ｘ軸の磁気センサ素子、ｙ軸の磁気センサ素子及びｚ
軸磁気センサ素子はセンサモジュールに配置され、ｘ軸の磁気センサ素子、ｙ軸の磁気セ
ンサ素子及びｚ軸の磁気センサ素子は直交する３軸の磁気方向の磁気を検出するように配
置されている。
【００３１】
　なお、磁気センサ１は電子コンパス内に搭載されるためにＭＩセンサ、ホール素子など
の小型の磁気センサであることが望ましい。また、本発明の電子コンパスは少なくとも４
点の磁気データを検出してオフセットを行うために、磁気センサとしては、磁気センサの
ノイズレベルが５ｍＧ以下であることが好ましい。また、磁気センサの直線性が０．８％
以下であることが好ましい。
　さらに、小型で、ノイズレベル５ｍＧ以下かつ直線性が０．８％以下の性能を有するＭ
Ｉセンサであることが好ましい。
【００３２】
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　次に、３軸の磁気センサにより検出されている３成分からなる磁気データは、オフセッ
ト計算が開始されると、３軸の磁気センサ１から新しい測定点の３成分の磁気データを取
得して、校正手段２０のオフセット計算用測定点判定部２に入力され、第１点目として判
定され、オフセット計算用測定点格納部３に格納される。
　第１点目が格納されると、また３軸の磁気センサ１から新しい測定点の３成分の磁気デ
ータを取得して、オフセット計算用測定点判定部２に入力され、第２点目として採用の可
否が判定され、採用となるとオフセット計算用測定点格納部３に格納される。
　以下、第３点目及び第４点目についても同様の処理により判定してオフセット計算用測
定点格納部３に格納される。
【００３３】
　第１点目から第４点目までの計４点がオフセット計算用測定点格納部３に格納されると
、計４点の３成分の磁気データがオフセット計算部４に出力され、オフセット計算部４に
て新しいオフセット値が計算され、その新しいオフセット値はオフセット校正値格納部５
に出力されて、旧オフセット校正値と置換されて格納される。
　なお、オフセット校正値格納部５には電子コンパス（電子コンパスが搭載された携帯電
話などの携帯用電子機器を含む。）が工場出荷時または使用者に譲渡等の際に最初のオフ
セット校正値が格納される。
【００３４】
　以上の構成により、オフセット校正値格納部５に格納されている新しいオフセット値は
、必要に応じてその他校正値（感度など）格納部６に格納されているその他校正値ととも
に方位演算部７に出力される。
【００３５】
　方位演算部７では、３軸の磁気センサにより検出されている３成分からなる磁気データ
を、新しいオフセット値及び必要なその他校正値に基づいて校正して精確な方位を求めて
出力し、次いで方位表示部８で表示する。
【００３６】
　次に、図２乃至図７のフロー図を用いて具体的な処理動作について説明する。
　図２乃至図７は、本発明の実施形態に係る３軸磁気センサの校正方法を示すフロー図で
ある。図２は、校正方法のメインフローを示す図であり、図３乃至図７は図２におけるサ
ブフローを示す図である。
【００３７】
　図２において、図１に示す３軸の磁気データを所定の時間間隔で常時取得している３軸
磁気センサ（以下、フロー図ではセンサという。）により新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）を
取得したのち、その磁気データを第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）とオフセット計算用測定点
判定部２で判定し、オフセット計算用測定点格納部３に格納する（以下、フロー図では格
納という。）（ステップＳ１～Ｓ２）。
【００３８】
　次の新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得し、その磁気データを第２点（ｘ

２，ｙ２，ｚ２）として採用するか否かを判定する（ステップＳ３～Ｓ４）。採用すると
きは、次のステップＳ５により、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として格納する。採用しな
いときは、ステップＳ３に戻ってさらに新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得
し、その磁気データを第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用するか否かを判定する（ス
テップＳ４）。
【００３９】
　図３において、ステップＳ４における新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）を第２点（ｘ２，ｙ

２，ｚ２）として採用するか否かの判定について説明する。
　まず、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ１－

２とあらかじめ定めたしきい値Ｍ１とについて対比する。次いで、第１点（ｘ１，ｙ１，
ｚ１）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との３軸の磁気データについて各成分の差分につい
てあらかじめ定めたしきい値Ｍ２と対比して行う。
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【００４０】
　すなわち、ステップＳ１０１において、√{（ｘ1－ｘ）2＋（ｙ1－ｙ）2＋(ｚ1－ｚ)2}
の値Ｌ１－２がしきい値Ｍ１より大きいとき（Ｙ）はステップＳ１０２に移行する。しき
い値Ｍ１より大きくないとき（Ｎ）はステップＳ１０５に移行し、第２点（ｘ２，ｙ２，
ｚ２）として採用しないと判定する。
【００４１】
  次に、ステップＳ１０２において、｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２であるときは、第２点（ｘ２，
ｙ２，ｚ２）として採用すると判定する（ステップＳ１０６）こととし、以下の第３点（
ｘ３，ｙ３，ｚ３）及び第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）の採用の可否の判定における判断標
識としてＦＬＧ１＝０の標識とする。
【００４２】
　｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ１０３に移行する。
【００４３】
　次のステップＳ１０３において、｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２であるときはＦＬＧ１＝１と標識
し、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用と判定する（ステップ１０６）。｜ｙ－ｙ１

｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ１０４に移行する。
【００４４】
　次のステップＳ１０４において、｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２であるときはＦＬＧ１＝２と標識
し、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用すると判定する（ステップＳ１０６）。｜ｚ
－ｚ１｜＞Ｍ２でないときは、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用しないと判定する
（ステップＳ１０５）。
【００４５】
  以上のステップＳ１０１～Ｓ１０６により、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用す
ると判定すると、ステップＳ５において第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）は格納され、次のス
テップＳ６に移行する。
【００４６】
　次の新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得し、その磁気データを第３点（ｘ

２，ｙ２，ｚ２）として採用するか否かを判定する（ステップＳ６～Ｓ７）。採用すると
きは、次のステップＳ８により、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として格納する。採用しな
いときは、ステップＳ６に戻ってさらに新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得
し、その磁気データを第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として採用するか否かを判定する（ス
テップＳ７）。
【００４７】
　図４において、ステップＳ６にて新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得した
磁気データを、ステップＳ７における第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として採用するか否か
の判定について説明する。
【００４８】
　まず、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ１－

３と、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ２－３

とについてあらかじめ定めたしきい値Ｍ１とについて対比する。
　次いで、ステップＳ４における新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）と第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ

１）との対比により、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）として採用する際に判定の根拠となっ
た第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）の３成分のうちのいずれかの成分を除く他の２つの成分デ
ータについて、対応する新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）の磁気データの成分における各成分
の差分についてあらかじめ定めたしきい値Ｍ２とを対比して行う。
　最後に、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び新しい測定点
（ｘ，ｙ，ｚ）からなる座標空間内で形成する三角形が鈍角三角形であるか否かを判定す
る。
【００４９】
  すなわち、ステップＳ２０１において、√{（ｘ1－ｘ）2＋（ｙ1－ｙ）2＋(ｚ1－ｚ)2}
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きい値Ｍ１より大きいとき（Ｙ）はステップＳ２０２に移行する。いずれか一方若しくは
両者ともにしきい値Ｍ１より大きくないとき（Ｎ）はステップＳ２０５に移行し、第３点
（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として採用しないと判定する。
【００５０】
　ステップＳ２０２において、図３における判断標識であるＦＬＧ１＝０、ＦＬＧ１＝１
及びＦＬＧ１＝２について、それぞれ場合分けして行う。
【００５１】
　まず、ＦＬＧ１＝０の場合には、ステップＳ２０３に移行する。
　ステップＳ２０３において、｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝１と標識し
ステップＳ２１２に移行する。｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ２０４に移
行する。
　ステップＳ２０４において、｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝２と標識し
ステップＳ２１２に移行する。｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２でないときは、第３点（ｘ３，ｙ３，
ｚ３）として採用しないと判定する（ステップＳ２０５）。
【００５２】
　次に、ＦＬＧ１＝１の場合には、ステップＳ２０６に移行する。
　ステップＳ２０６において、｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝０と標識し
ステップ２１２に移行する。｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ２０７に移行
する。
　ステップＳ２０７において、｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝２と標識し
ステップ２１２に移行する。｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２でないときは、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ

３）として採用しないと判定する（ステップＳ２０８）。
【００５３】
　最後に、ＦＬＧ１＝２の場合には、ステップＳ２０９に移行する。
　ステップＳ２０９において、｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝０と標識し
ステップＳ２１２に移行する。｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ２１０に移
行する。
　ステップＳ２１０において、｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２であるときは、ＦＬＧ２＝１と標識し
ステップＳ２１２に移行する。｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２でないときは、第３点（ｘ３，ｙ３，
ｚ３）として採用しないと判定する（ステップＳ２１１）。
【００５４】
  ステップＳ２０３及びＳ２０４、ステップＳ２０６及びＳ２０７、並びにステップＳ２
０９及びＳ２１０によりＳ２１２に移行した新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）と、第１点（ｘ

１，ｙ１，ｚ１）及び第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）とからなる３点でつくる三角形が鈍角
三角形であるか否かを判定する（ステップＳ２１２）。
【００５５】
　ステップＳ２１２においては、第１点をＡ（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点をＢ（ｘ２，
ｙ２，ｚ２）、第３点として判定されている新しい測定点をＣ（ｘ，ｙ，ｚ）として、余
弦定理を用いてＡ、Ｂ及びＣのｃｏｓを求める。
【００５６】
　すなわち、（数１）～（数３）によりａ，ｂ及びｃを算出すると、（数４）～（数６）
によりｃｏｓＡ、ｃｏｓＢ及びｃｏｓＣを導くことができる。
【００５７】
【数１】

【００５８】
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【数２】

【００５９】
【数３】

【００６０】
【数４】

【００６１】
【数５】

【００６２】
【数６】

【００６３】
　以上の計算より、ｃｏｓＡ、ｃｏｓＢ及びｃｏｓＣのいずれかの値が負の値のときは鈍
角三角形であり、全ての値が正の値を示すときは鈍角三角形でない関係が得られる。
【００６４】
　したがって、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び新しい測
定点（ｘ，ｙ，ｚ）でつくる三角形が鈍角三角形であるときは、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ

３）として採用しないと判定する（ステップＳ２１３）。
【００６５】
　第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び新しい測定点（ｘ，ｙ
，ｚ）でつくる三角形が鈍角三角形でないときは、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として採
用すると判定する（ステップＳ２１４）。
【００６６】
　以上のステップＳ２０１～Ｓ２１４により、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）として採用す
ると判定すると、ステップ８において第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）は格納され、次のステ
ップＳ９に移行する。
【００６７】
　さらに、次の新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得し、その磁気データを第
４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用するか否かを判定する（ステップＳ９～Ｓ１０）。
採用するときは、次のステップＳ１１により、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として格納す
る。採用しないときは、ステップＳ９に戻ってさらに新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセン
サにより取得し、その磁気データを第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用するか否かを
判定する（ステップＳ１０）。
【００６８】
　図５～７において、ステップＳ９にて新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）をセンサにより取得
した磁気データを、ステップＳ１０における第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用する
か否かの判定について説明する。
【００６９】
　まず、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ１－

４と、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ２－４

と、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との間の距離Ｌ３－４と
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【００７０】
　次いで、ステップＳ４及びステップＳ７における新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）と第１点
（ｘ１，ｙ１，ｚ１）との対比により第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び第３点（ｘ３，ｙ

３，ｚ３）として採用する際に判定の根拠となった第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）の３成分
のうちの２成分を除く残りの１つの成分データについて、ステップＳ９により取得した新
しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）の磁気データのうち対応する成分との差分についてあらかじめ
定めたしきい値Ｍ２とを対比して行う。
【００７１】
　最後に、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）及び第３点（ｘ３

，ｙ３，ｚ３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離Ｌ１，２，３

－４と所定のしきい値Ｍ２とについて対比する。
【００７２】
　すなわち、図３における判断標識であるＦＬＧ１＝０、１、２について、並びに図４に
おける判断標識であるＦＬＧ２＝０、１、２について、図５（ステップＳ３０１～）、図
６（Ｓ３０１～Ｓ３０３、Ｓ３１１～）及び図７（Ｓ３０１～Ｓ３０３、Ｓ３１８～）に
よりそれぞれ場合分けして行う。
【００７３】
  まず、図５により、ステップＳ３０１において、√{（ｘ1－ｘ）2＋（ｙ1－ｙ）2＋(ｚ

1－ｚ)2}の値Ｌ１－４、√{（ｘ2－ｘ）2＋（ｙ2－ｙ）2＋(ｚ2－ｚ)2}の値Ｌ2－４、及
び√{（ｘ3－ｘ）2＋（ｙ3－ｙ）2＋(ｚ3－ｚ)2}の値Ｌ3－４の全ての値がしきい値Ｍ１
より大きいとき（Ｙ）はステップＳ３０２に移行する。いずれか一つの値がしきい値Ｍ１
より大きくないとき（Ｎ）はステップＳ３０３に移行し、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）と
して採用しないと判定する。
【００７４】
　ステップＳ３０２において、ＦＬＧ１＝１でＦＬＧ２＝２の場合、またはＦＬＧ１＝２
でＦＬＧ２＝１の場合には、ステップＳ３０４に移行する。
【００７５】
　ステップＳ３０４において、｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３０８に移
行する。｜ｘ－ｘ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３０５に移行する。
　ステップＳ３０５において、｜ｘ－ｘ２｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３０８に移
行する。｜ｘ－ｘ２｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３０６に移行する。
　　ステップＳ３０６において、｜ｘ－ｘ３｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３０８に
移行する。｜ｘ－ｘ３｜＞Ｍ２でないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用し
ないと判定する（ステップＳ３０７）。
【００７６】
　ステップＳ３０４～ステップＳ３０６により移行したステップＳ３０８では、上記の第
１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）
の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離Ｌ１，２，３－４が所定のし
きい値Ｍ１より大きいか否か対比して行う。
【００７７】
　ステップＳ３０８においては、第１点であるＡ（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点であるＢ
（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点であるＣ（ｘ３，ｙ３，ｚ３）の３点によって定められる
面と、面の外部の点である新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離Ｌ１，２，３－４を計算
する方法は以下のとおりである。
　すなわち、面ＡＢＣの方程式が（数７）で表される場合、距離Ｌは（数８）と計算でき
る。
【００７８】
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【数７】

【００７９】
【数８】

【００８０】
　上記の（数８）により算出された距離Ｌ１，２，３－４と所定のしきい値Ｍ１との対比
を行う。
【００８１】
　すなわち、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３

，ｙ３，ｚ３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離Ｌ１，２，３

－４が所定のしきい値Ｍ１より大きくないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採
用しないと判定する（ステップＳ３０９）。
【００８２】
　一方、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ

３，ｚ３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離Ｌ１，２，３－４

が所定のしきい値Ｍ１より大きいときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用すると
判定する（ステップＳ３１０）。
【００８３】
　次に、図６により、図５におけるステップＳ３０１の全ての値がしきい値Ｍ１より大き
いとき（Ｙ）はステップＳ３０２に移行し、ステップＳ３０２によりＦＬＧ１＝２でＦＬ
Ｇ２＝０の場合、またはＦＬＧ１＝０でＦＬＧ２＝２の場合には、ステップＳ３１１に移
行する。
【００８４】
　ステップＳ３１１において、｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３１５に移
行する。｜ｙ－ｙ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３１２に移行する。
　ステップＳ３１２において、｜ｙ－ｙ２｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３１５に移
行する。｜ｙ－ｙ２｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３１３に移行する。
　ステップＳ３１３において、｜ｙ－ｙ３｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３１５に移
行する。｜ｙ－ｙ３｜＞Ｍ２でないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用しな
いと判定する（ステップＳ３１４）。
【００８５】
　ステップＳ３１１～ステップＳ３１３により移行したステップＳ３１５では、上記の第
１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）
の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のしきい値Ｍ１より大
きいか否か対比して行う。
【００８６】
　ステップＳ３１５においては、上記のステップＳ３０８と同様の処理を行う。
　したがって、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ

３，ｙ３，ｚ３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のし
きい値Ｍ１より大きくないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用しないと判定
する（ステップＳ３１６）。
【００８７】
　第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ

３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のしきい値Ｍ１よ
り大きいときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用すると判定する（ステップＳ３
１７）。
【００８８】
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　次に、図７により、図５におけるステップＳ３０１の全ての値がしきい値Ｍ１より大き
いとき（Ｙ）はステップＳ３０２に移行し、ステップＳ３０２によりＦＬＧ１＝１でＦＬ
Ｇ２＝０の場合、またはＦＬＧ１＝０でＦＬＧ２＝１の場合には、ステップＳ３１８に移
行する。
【００８９】
　ステップＳ３１８において、｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３２２に移
行する。｜ｚ－ｚ１｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３１９に移行する。
　ステップＳ３１９において、｜ｚ－ｚ２｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３２２に移
行する。｜ｚ－ｚ２｜＞Ｍ２でないときは、ステップＳ３２０に移行する。
　ステップＳ３２０において、｜ｚ－ｚ３｜＞Ｍ２であるときは、ステップＳ３２２に移
行する。｜ｚ－ｚ３｜＞Ｍ２でないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用しな
いと判定する（ステップＳ３２１）。
【００９０】
　ステップＳ３１８～ステップＳ３２０により移行したステップＳ３２２では、上記の第
１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）
の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のしきい値Ｍ１より大
きいか否か対比して行う。
【００９１】
　ステップＳ３２２においては、上記のステップＳ３０８と同様の処理を行う。
【００９２】
　したがって、第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ

３，ｙ３，ｚ３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のし
きい値Ｍ１より大きくないときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用しないと判定
する（ステップＳ３２３）。
【００９３】
　第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ

３）の３点からなる平面と新しい測定点（ｘ，ｙ，ｚ）との距離が所定のしきい値Ｍ１よ
り大きいときは、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用すると判定する（ステップＳ３
２４）。
【００９４】
　以上のステップＳ３０１～Ｓ３２４により、第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）として採用す
ると判定すると、ステップ１１において第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）は格納され、次のス
テップＳ１２に移行する。
【００９５】
　ステップＳ１２においては、以上のステップによりオフセット計算用測定点として格納
されている計４点の座標である第１点（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、第２点（ｘ２，ｙ２，ｚ２

）、第３点（ｘ３，ｙ３，ｚ３）及び第４点（ｘ４，ｙ４，ｚ４）から、４点を含む球面
の中心となる新オフセット値（（ｘ０，ｙ０，ｚ０）を算出する。
【００９６】
　算出方法は、３元連立方程式により、以下のとおりである。
　４点の各座標は、
（ｘ１，ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）、（ｘ３，ｙ３，ｚ３）、（ｘ４，ｙ４，
ｚ４）
であるので、変数を減らすために原点を移動すると、
（ｘ１－ｘ４，ｙ１－ｙ４，ｚ１－ｚ４）、（ｘ２－ｘ４，ｙ２－ｙ４，ｚ２－ｚ４）、
（ｘ３－ｘ４，ｙ３－ｙ４，ｚ３－ｚ４）、（０，０，０）
となる。
　このとき、この座標を新たに、
　（ｘ1，ｙ1，ｚ1）、（ｘ2，ｙ2，ｚ2）、（ｘ3，ｙ3，ｚ3）
を定義し直す。
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　球の方程式は（数９）に代入して整理し、得られる行列式により連立方程式の解（ａ，
ｂ，ｃ）を計算することができる。
【００９７】
【数９】

【００９８】
　座標原点の移動分を元に戻すと解は、
　（ａ＋ｘ４，ｂ＋ｙ４，ｃ＋ｚ４）
　となり、新しいオフセット値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）を算出することができる。
【００９９】
　上記のステップＳ１２により、算出された新しいオフセット値（ｘ０，ｙ０，ｚ０）は
ステップ１３において格納され、終了する。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】　本発明にかかる電子コンパスの概略構成を示すブロック図である。
【図２】　本発明にかかる校正方法のメインフローを示す図である。図３乃至図７は図２
におけるサブフローを示す図である。表す図である。
【図３】　本発明にかかる校正方法のメインフロー図における第２点目の処理に関するサ
ブフローを示す図である。
【図４】　本発明にかかる校正方法のメインフロー図における第３点目の処理に関するサ
ブフローを示す図である。
【図５】　本発明にかかる校正方法のメインフロー図における第う点目の処理に関するサ
ブフローを示す図である。
【図６】　本発明にかかる校正方法のメインフロー図における第う点目の処理に関するサ
ブフローを示す図である。
【図７】　本発明にかかる校正方法のメインフロー図における第う点目の処理に関するサ
ブフローを示す図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１　　３軸の磁気センサ
　２　　オフセット計算用測定点判定部
　３　　オフセット計算用測定点格納部
　４　　オフセット計算部
　５　　オフセット校正値格納部
　６　　その他校正値（感度など）格納部
　７　　方位演算部
　８　　方位表示部
　１０　電子コンパス
　２０　校正手段２０
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